
（平成２２年８月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 18 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認静岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

静岡国民年金 事案 1198 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 58年４月から同年７月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年４月から同年７月まで 

② 昭和 58年 12月から 61年３月まで 

年金受給の申込みに行った時、申立期間の領収書が年金手帳に貼
は

られて

いなかったため、これまで、その期間が計算されないまま年金を受給して

きた。 

昭和 58 年当時は主人も病気がちであったが、内職もしていたし、出掛け

られる時はパートで働き、義務である年金は大変な生活の中から真面目に

納めていたと確信しており、58 年 12 月の会社退職後も、再び国民年金に

加入し保険料を納付したので、申立期間が未納等となっていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について 

申立人は、国民年金制度開始当初の昭和 36年４月から国民年金に加入し

ている上、56 年 10 月からは任意加入するなど、国民年金に対する意識は

高かったと言える。 

また、申立人の所持する国民年金手帳、領収書、特殊台帳（マイクロフ

ィルム）により、申立期間に至るまでの申立人の国民年金保険料の納付状

況を見ると、保険料の未納は無く、申立期間に近い期間では遅滞無く保険

料を納付していたこともうかがえる。 

さらに、申立期間①は４か月と短期間であり、それまで継続して保険料

を納付してきたのに、申立期間について納付を行わなかったとされている

のは不自然である。 



  

２ 申立期間②について 

申立人は、昭和 58 年 12 月に退職した後、国民年金の任意加入の手続を

行い、申立期間②の保険料を納付したと述べているところ、申立人の所持

するいずれの年金手帳にも申立人が申立期間②に国民年金に加入していた

ことを示す記載は無い上、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払

い出されたこともうかがえないことから、申立人は、申立期間②当時、国

民年金には未加入とされていたとみられ、納付書は発行されず、保険料の

納付はできなかったと考えられる。 

また、申立人が申立期間②当時、国民年金に任意加入していたとすると、

当時の事務処理上、昭和 61 年１月末までに「国民年金任意加入被保険者現

況届書」を提出することにより国民年金第３号被保険者となり、同年５月

に国民年金第３号被保険者該当通知書が送付されたと考えられるところ、

申立人は、同年９月 19 日付けで、同年４月から第３号被保険者となったと

されているほか、申立人は上記現況届の記憶は無く、申立人の夫の会社で

同年４月ないし５月に第３号被保険者の届出を行ってくれたと述べている

など、申立人が申立期間②当時、任意加入被保険者であったことは推認し

難い。 

さらに、申立人が申立期間②の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、日記等）は無く、ほかに申立期間②の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 58年４月から同年７月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



  

静岡国民年金 事案 1199                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成８年９月及び 10年４月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年４月 

② 平成８年９月 

③ 平成 10年４月 

親の勧めにより、国民年金にさかのぼって加入し、毎月、国民年金保険

料を納付書で納めたはずなので、申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成８年４月から 10年３月までの在学期間中は国民年金に加入

しておらず、卒業後の同年５月に就職してから、さかのぼって国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料を遅れながらも毎月納付したと述べていると

ころ、申立期間②及び③については、納付書は明らかに交付されていたとみ

られる上、申立人の主張どおり、10 年６月から 12 年４月にかけて、申立期

間分を除き、毎月、過年度納付を行っていたことが確認でき、申立人が、当

該期間の保険料を未納としないように努めていたこともうかがえることから、

申立期間②及び③が未納とされているのは不自然である。 

しかしながら、申立期間①については、上記のとおり、申立人は平成 10年

５月の就職後、さかのぼって国民年金の加入手続を行ったとする記憶であり、

また、申立人に対して国民年金手帳記号番号及び別の基礎年金番号が付番さ

れたことはうかがえないほか、申立人の基礎年金番号は同年同月に厚生年金

保険被保険者資格を取得したことに伴い、同年同月 25日付けで付番されてい

ることから、申立人の国民年金加入手続は同年同月同日以降と推定され、ほ

ぼ月末以降であったと考えられることから、時効のため納付書が送付されず



  

保険料を納付できなかった可能性も否定できない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成８年９月及び 10年４月の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



  

静岡厚生年金 事案 1215 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立期間の標準報酬月額につい

ては、平成９年２月から同年９月までは 28 万円、同年 10 月から 10 年６月ま

では 30 万円、同年７月は 24 万円であったと認められることから、申立期間に

係る標準報酬月額を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年２月１日から 10年８月 12日まで 

私がＡ事業所に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額

がさかのぼって９万 2,000 円に引き下げられているが、当時 30 万円の給料

を得ていたので、訂正前の標準報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

平成９年２月から同年９月までは 28 万円、同年 10 月から 10 年６月までは 30

万円、同年７月は 24 万円と記録されていたところ、Ａ事業所が厚生年金保険

の適用事業所ではなくなった日（平成 10 年 12 月 23 日）の後の 11 年３月８日

付けで、９年２月から 10 年７月までの標準報酬月額が９万 2,000 円にさかの

ぼって減額訂正されていることが確認できる。 

また、Ａ事業所の閉鎖登記簿謄本から、申立人が、当該事業所の役員ではな

かったことが確認できる上、申立期間において、雇用保険被保険者の記録が確

認できるほか、同僚は、「申立人は、営業担当であった。」と証言している。 

さらに、オンライン記録から、申立人は、平成 10 年８月 12 日にＡ事業所に

おける被保険者資格を喪失しており、標準報酬月額の減額訂正が行われた平成

11 年３月８日には、別の事業所で厚生年金保険の被保険者となっていること

が確認できることから、申立人は当該標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理に関与して

いないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、平成 11 年３月８日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正

処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所において、このような



  

訂正処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立期間における厚生年金保険の

標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成９年

２月から同年９月までは 28 万円、同年 10 月から 10 年６月までは 30 万円、同

年７月は 24万円に訂正することが必要であると認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 1216 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所における資格喪失日は、平成４年７月 20 日であると認め

られることから、厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正し、申

立期間の標準報酬月額を 38万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年５月 31日から同年７月 20日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入期間について照会を行った

ところ、申立期間について加入記録が確認できないとの回答を得た。Ａ事業

所に平成４年７月 19 日まで勤務していたことは事実であるので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録により、申立人が平成４年７月 19 日までＡ事業所に勤務し

ていたことが確認できる。 

一方、オンライン記録によると、当初、申立人のＡ事業所における厚生年金

保険の資格喪失日は平成４年７月 20 日と記載されていたところ、Ａ事業所は

６年４月 26 日付けで４年５月 31 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなった

旨の処理がなされており、当該処理日と同日の６年４月 26 日付けで、申立人

の資格喪失日を４年５月 31 日とする訂正処理がさかのぼって行われているこ

とが確認できる。 

また、Ａ事業所の商業登記簿謄本から、申立人は、当該事業所の役員ではな

かったことが確認できる。 

さらに、Ａ事業所は法人であり、当該訂正前の記録から、平成４年５月 31

日においてＡ事業所が適用事業所としての要件を満たしていたと認められるこ

とから、同日において適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由

は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成４年５月 31 日に資格

を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有



  

効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は同年７月 20 日と

することが必要である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、訂正前の平成４年５月のオンラ

イン記録により 38万円とすることが妥当である。 

 



  

静岡厚生年金 事案 1217 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立期間の標準報酬月額につい

ては、平成９年２月から 10 年９月までは 20 万円、同年 10 月及び同年 11 月は

22 万円であったと認められることから、申立期間に係る標準報酬月額を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年２月１日から 10年 12月 23日まで 

私がＡ事業所に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額

がさかのぼって９万 2,000 円に引き下げられているが、当時 20 万円から 22

万円の給料を得ていたので、訂正前の標準報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

平成９年２月から 10 年９月までは 20 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 22 万

円と記録されていたところ、Ａ事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくな

った日（平成 10 年 12 月 23 日）の後の 11 年３月８日付けで、９年２月から

10 年 11 月までの標準報酬月額が９万 2,000 円にさかのぼって減額訂正されて

いることが確認できる。 

また、Ａ事業所の閉鎖登記簿謄本から、申立人が、当該事業所の役員ではな

かったことが確認できる上、申立期間において、雇用保険被保険者の記録が確

認できる。 

さらに、Ａ事業所の同僚は、「申立人は営業事務を担当し、社会保険事務に

は関与していなかった。」と証言していることから、申立人は当該標準報酬月

額の遡及
そきゅう

訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、平成 11 年３月８日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正

処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所において、このような

訂正処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立期間における厚生年金保険の

標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期



  

間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成９年

２月から 10 年９月までは 20 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 22 万円に訂正

することが必要であると認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 1218 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日に係る記

録を昭和 52 年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万 8,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 12月 31日から 52 年１月１日まで 

社会保険事務所（当時）に、厚生年金保険の加入記録について照会したと

ころ、申立期間について、厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答

を得た。 

Ａ事業所には昭和 51 年 12 月 31 日まで勤務したので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言、昭和 52 年１月分の給与明細票及び退職金分の給与明細

票から判断すると、申立人は、Ａ事業所に昭和 51 年 12 月 31 日まで継続して

勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 52 年１月分の給与明細票

において確認できる保険料控除額から、９万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについて、Ａ事業所は平成 16 年７月１日に全喪しており、申立期間当時の

事業主は亡くなり、元事業主（申立期間当時の事業主の息子）も、申立期間当

時は当該事業所に在籍していないため不明としているが、事業主が資格喪失日

を昭和 52 年１月１日と届けたにもかかわらず、社会保険事務所がこれを 51 年

12 月 31 日と誤って記載したとは考え難いことから、社会保険事務所の記録ど



  

おりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は申立人に係る

51 年 12 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 1219 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月２日から 34年２月 16日まで 

          ② 昭和 34年４月 25 日から同年６月 28日まで 

                   ③ 昭和 34年７月１日から 38年 10月 26日まで 

                   ④ 昭和 39年１月 16 日から 40年２月 16日まで 

社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申

立期間については脱退手当金が支給済みであるとの回答であった。しかし、

脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間を年金額に反映される厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の脱退手当金は、申立期間④に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約１年９か月後の昭和 41 年 11 月 26 日に支給決定されたこととなってお

り、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、異なる被保険者記号番号で管理されている厚生年金保険加入期間につ

いて脱退手当金を支給する場合には、番号の重複取消を行った上で支給するこ

ととなるが、申立期間②の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及

び被保険者台帳記号番号払出簿に重複取消の記載は無く、申立期間④の事業所

に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に記載されている被保険者記号番号

が誤って記載されており、脱退手当金の裁定請求があれば訂正されると考えら

れるところ、訂正されていない。 

これらの理由及びその他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 



  

静岡国民年金 事案 1200 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年８月から 50 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年８月から 50年９月まで              

昭和 42 年８月に会社を辞めた後、すぐに区役所で国民年金加入手続を

行い、定期的に保険料を納付していたはずなので、申立期間が未納とされ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年８月に会社を辞めた後、すぐに区役所で国民年金加

入手続を行ったと述べているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、52 年１

月ごろ払い出されており、申立人に対して別の同記号番号が払い出されたこ

ともうかがえないことから、このころ初めて加入手続を行ったものとみられ、

同加入手続までは、申立人は国民年金には未加入とされていたことになり、

保険料を納付することはできなかったと考えられる。 

また、上記加入手続時点を基準とすると、申立期間の大半は既に時効のた

め保険料を納付することはできないところ、オンライン記録上、納付済みと

されている昭和 50 年 10 月から 51 年３月までは過年度納付を行ったものと

みられるが、申立人は加入当初に保険料をまとめて納付したとの明確な記憶

は無いと述べていることから、50 年 10 月よりも遡及
そきゅう

しての過年度納付を行

ったことまでは推認し難い。 

さらに、申立人は、申立期間を通して保険料の納付方法、保険料額等につ

いても記憶が明確ではないほか、申立期間の保険料を納付したことを示す関

連資料（確定申告書、家計簿、日記等）は無く、申立期間の保険料を納付し

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

静岡国民年金 事案 1201                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 11 年３月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年３月 

私は、平成 11 年３月の途中で厚生年金保険を脱退し、自ら市役所へ赴

き国民年金加入手続を行った。平成 11 年５月 21 日に納付した平成 10 年

度の国民健康保険税の領収証書、同年 11 月 22 日に納付した同年４月分及

び５月分の国民年金保険料領収書を所持していることから、申立期間の保

険料についてもいずれかの日に金融機関等で納付した可能性がある。申立

期間は国民年金に加入している上、11 年４月及び同年５月の保険料を納付

しているのに、同年３月のみが未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、平成 10 年度分の国民健

康保険料（１万 4,500 円）を納付した 11 年５月 21 日か、同年４月分及び同

年５月分の国民年金保険料を納付した同年 11 月 22 日のいずれかの日に納付

したと思うと述べている。このうち、平成 11 年５月 21 日については、申立

人が申立期間当時、自家用車を所有していたとしていることから、この時期

に自動車税３万 4,500 円を納付する必要があったところ、申立人が平成 10

年度分の国民健康保険料を納付した金融機関で保管されていた 11 年５月 21

日付けの申立人に係る「税金・公共料金等納付依頼書」に記載された納付額

４万 9,000 円と申立人が納付した国民健康保険料の納付額１万 4,500 円との

差額が、申立人が申立期間当時所持していたとする自家用車に課されていた

とみられる自動車税額３万 4,500 円と一致することから、申立人が 11 年５

月 21 日付けで国民健康保険税と一緒に納付したものは、自動車税であった

可能性が高い。 

また、上記金融機関から提出のあった「税金・公共料金等納付依頼書」



  

（申立人が申立期間の保険料を納付した可能性が高いとする２支店分）から

は、平成 11 年５月 21 日付けの依頼書以外には、申立人に該当する依頼書は

確認できない。 

さらに、申立人が当時居住した市の電算記録でも申立期間は未納となって

いる上、申立人が、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、日記等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

静岡国民年金 事案 1202                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年７月から 58 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年７月から 58年１月まで 

私は、勤務先の倒産に伴い厚生年金保険被保険者資格を喪失した後、再

び同被保険者となるまでの７か月分の国民年金保険料を市役所から届いた

納付書で納めた。申立期間について未加入とされているのは納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、勤務先の倒産に伴い厚生年金保険被保険者資格を喪失した際、

国民年金の加入手続を行っていないが、市役所から国民年金保険料の納付書

が送付されてきたので、申立期間の保険料を納付したと述べているところ、

制度上、国民年金への切替えには届出が必要であり、申立人が所持する年金

手帳にも申立人が申立期間に国民年金に加入していたことを示す記載は無く、

申立人が申立期間当時、国民年金に加入していたことをうかがうことはでき

ないことから、申立人に申立期間に係る納付書が交付されたとは考え難い。 

また、市の被保険者名簿でも申立期間は未加入期間とされており、オンラ

イン記録との齟齬
そ ご

も無い。 

さらに、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことは

うかがえない上、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、日記等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

静岡国民年金 事案 1203                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年７月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年７月から 50年３月まで 

私は、高等学校を卒業直後から家業の手伝いをしていた。家族の国民年

金の加入手続や、保険料の納付は母が行い、週に１回は、銀行員の出入り

があり、母が、毎月最後の週に、家族の保険料を行員に渡していたのを覚

えている。昭和 50 年１月に婚姻、婿養子入りした夫の保険料は同年同月

から納付されているのに、ずっと家業を手伝っている実の娘である私の保

険料が納付されていない期間があること、及び夫より遅れて納付が開始し

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、婚姻後に申立人の母親が、婿養子に入った申立人の夫に「家の

子になったのだから、家で国民年金保険料を納付する。」と言っていたのを

記憶していることから、婚姻前から家の手伝いをしていた申立人自身につい

ては、それよりも前にその母親が国民年金加入手続を行い、保険料を納付し

てくれていたはずであると述べているところ、申立人の母親は既に他界して

おり、申立人の父親も国民年金に関する記憶が無いとしていることから、当

時の状況は不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 50 年 10 月ごろに払い出され

ており、申立人に対して別の同記号番号が払い出されたこともうかがえない

ことから、このころ初めて、申立人の加入手続は行われ、46 年７月にさかの

ぼって資格取得したこととされたものと推認できる。このことから、上記の

加入手続が行われるまで、申立人は国民年金には未加入とされていたことと

なり、保険料を納付することはできなかったと考えられる。 

さらに、上記加入手続の時点では、申立期間の保険料は過年度扱いとなる

ところ、申立人の主張内容からは、申立人の母親が過年度納付したことを推

認することは困難であり、これを行ったことをうかがわせるまでの事情も見



  

当たらない。 

加えて、申立人は、申立期間のうち昭和 50 年１月から同年３月までの申

立人の夫の保険料が納付済みとされていることから、申立人の夫の保険料の

納付が申立人よりも先に始まっていることも疑問であるとしているが、その

夫の国民年金手帳記号番号は同年３月に払い出されており、申立人よりも先

に国民年金加入手続が行われた（昭和 50 年１月資格取得）ものとみられ、

申立人の母親が、申立人及びその夫に係る国民年金加入手続を行った後、そ

れぞれの手続を行った現年度分の保険料から納付を開始したことによるもの

である可能性も否定できない。 

このほか、申立人の居住する市の記録でも申立期間は未納とされており、

オンライン記録との齟齬
そ ご

も無い上、申立期間に係る保険料を納付したことを

示す関連資料（確定申告書、家計簿等）が無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

静岡国民年金 事案 1204 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 47 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 47年９月まで 

結婚後に国民年金の届出をしてからは、集金が来ると妻が保険料を納め

ており、途中、生活保護を受けた時期もあるが、その後、保険料をまとめ

て払った覚えがある。これだけ長期間保険料を納付していないはずは無く、

申立期間について未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入手続及び国民年金保険料の納付に関与しておらず、

これらを行ったとする申立人の妻は、婚姻（昭和 38 年 11 月）後すぐには、

申立人は国民年金加入手続をしていなかったと述べているところ、申立人の

国民年金手帳記号番号は昭和 49 年 12 月ごろ払い出されており、これ以外に

申立人に別の同記号番号が払い出されたこともうかがえないことから、この

ころ申立人の妻は、申立人に係る国民年金加入手続を行い、これにより申立

人は 36 年４月までさかのぼって国民年金被保険者資格を取得したものとみ

られる。このことから、申立人は 49 年 12 月ごろ行われたとみられる国民年

金加入手続までは、国民年金には未加入とされていたことになり、申立人が

主張するように、婚姻後、申立人の妻が保険料を集金人に納付していた期間

が存在したことは考え難い上、婚姻後、加入手続を行った場合、申立期間の

始期から一定期間分の保険料は過年度扱いとなるため、集金人に納付するこ

ともできなかった。 

また、申立人の妻の国民年金手帳記号番号は昭和 50 年３月に払い出され

ていることから、このころ、その妻は、自身の国民年金加入手続を行ったも

のとみられるが、その妻が領収書を提出している 46 年１月から 47 年６月ま

での保険料の納付は第２回特例納付（昭和 49 年１月から 50 年 12 月まで実



  

施）によるものであったとみられ、これはその妻が、上記 50 年３月の国民

年金加入手続時点では、昭和 50 年度の現年度分から 60 歳到達まで保険料を

納付した上、47 年７月から 49 年 11 月までの法定免除期間を合算しても将来

年金受給権を確保できないとの判断から、受給権確保のため、さかのぼって

保険料の納付を行うよう市が勧奨したものと考えることができるが、申立人

については、49 年 12 月ごろとみられる国民年金加入手続の時点では、法定

免除期間を合わせて、60 歳到達まで保険料を納付すれば年金受給権の確保は

可能であったことから、申立人の妻と同じ期間について特例納付を行うよう

納付書が発行されたことまでは推認し難い。 

さらに、申立人の妻が申立人の申立期間の保険料を納付したことを示す関

連資料（確定申告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

静岡国民年金 事案 1205 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年３月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年３月から 40年３月まで 

町内の回覧板が回ってきて、母に勧められて国民年金加入の手続を行い、

保険料の納付を始めたと思う。記録では、納付済月数は 412 月となってい

るが、国民年金に加入した 425 月分すべてについて保険料を納付している

はずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の母親に勧められて国民年金に加入し、その母親が申立

期間に係る国民年金保険料を納付したと述べているが、その母親は既に他界

している上、申立人は、その母親が申立期間当時の保険料をどのように納付

したのか覚えていないとしていることから、申立期間当時の状況は不明であ

る。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 40 年 10 月ごろに払い出され

ており、申立人に対して別の同記号番号が払い出された形跡が見当たらない

こと、申立人所持の年金手帳の交付日もこのころであることから、申立人は、

このころ初めて国民年金の加入手続を行い、39 年３月にさかのぼって資格を

取得したものと推認される。このことから、申立期間に係る保険料は過年度

扱いとなるところ、前述のとおり、申立期間当時の状況は不明であるため、

申立人の母親が、申立期間の保険料を過年度納付したことをうかがい知るこ

とは困難である。 

さらに、市の国民年金被保険者名簿でも申立期間は未納期間とされており、

オンライン記録との齟齬
そ ご

は無い上、申立人の母親が、申立期間の保険料を納

付したことを示す関連資料（家計簿、日記等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

静岡厚生年金 事案 1220 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年８月１日から３年４月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、

申立期間について、厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た。 

Ａ事業所に継続して勤務していたことは確かであるので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の事業主の証言から、申立人が申立期間にＡ事業所に勤務してい

たことはうかがえる。 

しかし、オンライン記録によると、申立人は、平成２年８月１日に厚生年金保

険被保険者の資格を喪失し、同年８月３日に健康保険被保険者証を返納している

ことが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人は、平成２年８月１日に、父親である

当時の事業主の健康保険の被扶養者として認定され、同年８月３日に当該事業主

の健康保険被保険者証が返納、交付されていることが確認でき、３年３月 31 日

に当該認定を解除されていることが確認できる。 

さらに、当時の事業主は、「申立人を自分の扶養に入れた記憶は無く、申立期

間も厚生年金保険料を控除していた。」と証言しているが、これを確認できる資

料は無いほか、健康保険の被扶養者の認定については、届出書に加え、「被扶養

者の収入申告書」、「扶養理由・生活実態証明書」等の添付書類が必要であり、

これらの提出が無いにもかかわらず社会保険事務所が誤って記録するとは考え難

い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 



  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

静岡厚生年金 事案 1221（事案 723の再申立て）                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間  ：  ① 昭和 37年４月 10日から 39年８月 20日まで 

（Ａ事業所） 

② 昭和 42年２月５日から 43年３月 20日まで 

（Ｂ事業所） 

③ 昭和 43年４月 15日から 45年 12月 20 日まで 

（Ｃ事業所） 

④ 昭和 46年８月 10日から 48年３月 20日まで 

（Ｄ事業所） 

⑤ 昭和 48年６月 15日から 49年８月 20日まで 

（Ｅ事業所） 

⑥ 昭和 49年 11月 12日から 51年 11月 20 日まで 

（Ｆ事業所） 

⑦ 昭和 52年５月 15日から 53年２月２日まで 

（Ｇ事業所） 

⑧ 昭和 54年１月 26日から同年６月 20日まで 

（Ｇ事業所） 

⑨ 昭和 63年８月 14日から平成元年６月 14日まで 

（Ｈ事業所） 

⑩ 平成３年５月 16日から同年 11月 20日まで 

（Ｉ事業所） 

⑪ 平成４年４月１日から同年５月１日まで 

（Ｊ事業所） 

⑫ 平成４年５月 19日から同年７月 20日まで 

（Ｊ事業所） 

⑬ 平成４年 10月 15日から５年１月 21日まで 



  

（Ｋ事業所） 

⑭ 平成５年７月 21日から６年７月 20日まで 

（Ｋ事業所） 

 

申立期間①、⑨、⑬及び⑭について、厚生年金保険被保険者であったことを

認めてほしいとして申立てを行い、記録訂正を認めることはできないとの通知

を受けたが、この期間は申立事業所に勤務し、給与から厚生年金保険の保険料

を控除されていた。 

また、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑩、⑪及び⑫（前回の申立期

間を変更）についても、申立事業所に勤務し、給与から厚生年金保険の保険料

を控除されていた。 

申立期間①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬及び⑭を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、ⅰ）オンライン記録から、申立てに係る

Ａ事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは、申立期間①後の昭和 40 年

９月１日であることが確認できること、ⅱ）申立人は昭和 37 年４月にＡ事業所

に勤務したとしているが、当該事業所の事業主は、「Ａ事業所がオープンしたの

は昭和 40 年秋である。」との証言をしていることから、既に平成 21 年 11 月 27

日付けで、当委員会の決定に基づく年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

申立人は、「Ａ事業所は最初に就職した会社であり、勤務していたことは間違

いない。」と主張しているが、これは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当

たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間⑨に係る申立てについては、ⅰ）オンライン記録から、申立てに係る

Ｈ事業所が厚生年金保険の適用事業所になったのは、平成元年４月１日であるこ

とが確認できること、ⅱ）Ｈ事業所が管理する労働者名簿から、申立人の雇入年

月日が同年６月 14 日であることが確認できること、ⅲ）雇用保険の被保険者記

録及び厚生年金保険の被保険者記録から、申立人が当該事業所において同年６月

14 日に、それぞれ被保険者の資格を取得したことが確認できること、ⅳ）オンラ

イン記録から、申立人は申立期間⑨のうち、昭和 63 年８月から平成元年２月ま

での期間においては、国民年金に加入し、保険料の全額免除を受けており、同年

３月 26 日から同年６月 14 日までの期間については、別事業所において厚生年金

保険の被保険者記録を確認することができることから、既に平成 21 年 11 月 27

日付けで、当委員会の決定に基づく年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 



  

申立人は、「Ｈ事業所には、昭和 63 年８月から勤務し、申立期間に働いてい

たことは確かである。」と主張しているが、これは委員会の当初の決定を変更す

べき新たな事情とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期

間⑨に厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

申立期間⑬及び⑭に係る申立てについては、ⅰ）申立てに係るＫ事業所が保管

する「厚生年金保険被保険者取得確認及び標準報酬決定通知書」、「厚生年金保

険被保険者資格喪失確認通知書」の写しから、申立人が、平成５年１月 21 日に

厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、同年７月 21 日に被保険者の資格を喪

失したことが確認できること、ⅱ）雇用保険の被保険者記録から、申立人が、Ｋ

事業所において同年１月 21 日に雇用保険の被保険者の資格を取得し、同年７月

20 日に同事業所を離職したことが確認できること、ⅲ）オンライン記録から、申

立人がＫ事業所において、同年１月 21 日に厚生年金保険の被保険者の資格を取

得し、同年７月 21 日に被保険者の資格を喪失したことが確認できること、ⅳ）

Ｋ事業所が加入するＬ健康保険組合が管理する健康保険の被保険者記録から、申

立人が当該事業所において、同年１月 21 日に健康保険の被保険者の資格を取得

し、同年７月 20 日に被保険者の資格を喪失したことが確認できること、ⅴ）Ｍ

市役所が管理する国民健康保険の記録から、申立人が同年７月 21 日に、国民健

康保険の被保険者の資格を取得したことが確認できることから、既に平成 21 年

11 月 27 日付けで、当委員会の決定に基づく年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

申立人は、「申立期間にＫ事業所で勤務していた。」と主張しているが、これ

は委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、その他に委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年

金保険被保険者として、申立期間⑬及び⑭に厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②について、オンライン記録から、申立てに係るＢ事業所が厚生年金

保険の適用事業所となったのは、申立期間②後の昭和 46 年５月１日であること

が確認できる。 

また、申立人は昭和 42 年２月から 43 年３月までＢ事業所で勤務したとしてい

るが、同事業所の事業主は、「Ｂ事業所がオープンしたのは昭和 45 年であ

る。」と証言をしている。 

さらに、当時のＢ事業所の事業主は、「申立人の名前に記憶は無く、当時、住

み込みの従業員はいなった。」と証言をしている。 

加えて、申立人は、オンライン記録から、申立期間②の期間の前後を通じて、

国民年金に加入し、保険料を納付していることが確認できる。 

申立期間③について、申立人は、「Ｃ事業所に勤務していた同僚と結婚し

た。」と主張しているが、オンライン記録では、当該同僚は、Ｃ事業所ではなく、



  

別事業所で厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、申立人も前述の別事業所に

おいて、厚生年金保険の被保険者の資格を昭和 46 年１月９日に取得し、同年３

月 21日に喪失していることが確認できる。 

また、申立人は、オンライン記録から、申立期間③の期間の前後を通じて、国

民年金に加入し、保険料を納付していることが確認できる。 

申立期間④について、オンライン記録から、申立てに係るＤ事業所が厚生年金

保険の適用事業所となったのは、申立期間④後の昭和 48 年６月 12 日であること

が確認できる。 

また、オンライン記録から、申立人は、申立期間④のうち、昭和 46 年８月か

ら 47 年２月までの期間及び同年４月から 48 年３月までの期間に、国民年金に加

入し、保険料を納付していることが確認でき、国民年金に加入していない期間に、

Ｄ事業所とは別事業所で、昭和 47 年３月１日に厚生年金保険の被保険者の資格

を取得し、同年４月 16日に被保険者の資格を喪失していることが確認できる。 

申立期間⑤について、申立人は、昭和 48 年６月 15 日から 49 年８月 20 日まで、

申立てに係るＥ事業所に勤務したとしているが、Ｅ事業所の健康保険厚生年金保

険被保険者原票から、申立人は、48 年６月 15 日に当該事業所において厚生年金

保険の被保険者の資格を喪失し、同年７月 10 日に健康保険被保険者証を返納し

たことが確認できる。 

また、申立人は、オンライン記録から、申立期間⑤のうち、昭和 48 年６月か

ら同年９月までの期間に、国民年金に加入し、保険料を納付していることが確認

できる。 

さらに、申立人は、オンライン記録から、申立期間⑤のうち、昭和 48 年 12 月

21 日から 49 年２月 21 日までの期間及び申立期間⑤を含む 49 年４月 22 日から同

年 11 月 12 日までの期間に、Ｅ事業所とはそれぞれ別の事業所で厚生年金保険の

被保険者記録が確認できる。 

申立期間⑥について、申立人は、昭和 49 年 11 月 12 日から 51 年 11 月 20 日ま

で申立てに係るＦ事業所に勤務したとしているが、Ｆ事業所の健康保険厚生年金

保険被保険者原票から、申立人は、49 年 11 月 12 日に厚生年金保険の被保険者の

資格を喪失し、同年同月に健康保険被保険者証を返納したことが確認できる。 

また、申立人の雇用保険のＦ事業所における記録は、昭和 49 年 11 月 11 日離

職となっており、離職後、当該事業所が発行した離職証明書に基づき、公共職業

安定所において離職票の交付を受けたことが確認できる。 

申立期間⑦及び⑧について、申立人は、申立てに係るＧ事業所に、昭和 52 年

５月 15 日から 53 年２月２日までの期間及び 54 年１月 26 日から同年６月 20 日

までの期間に勤務したとしているが、当該期間における申立人の勤務状況を確認

できる証言を得ることはできず、雇用保険の加入記録も無い。 

また、健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申立人は、Ｇ事業所において、

昭和 53 年２月２日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、54 年１月 26 日に

被保険者の資格を喪失し、健康保険被保険者証を同年１月 30 日に返納したこと



  

が確認できる。 

さらに、雇用保険の被保険者記録から、申立人がＧ事業所において、昭和 53

年２月２日に資格を取得し、54 年１月 25 日離職し、離職後、当該事業所が発行

した離職証明書に基づき、公共職業安定所において離職票の交付を受け、雇用保

険の基本手当を受給していることが確認できる。 

申立期間⑩について、申立人は、平成３年５月 16 日から同年 11 月 20 日まで

申立てに係るＩ事業所に勤務したとしているが、オンライン記録により、申立人

は、同年５月 16 日にＩ事業所において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し

たことが確認でき、申立人の雇用保険のＩ事業所における記録は、同年同月 15

日離職となっており、厚生年金保険の被保険者記録の喪失日と合致していること

が確認できる。 

また、申立期間⑩にＩ事業所において厚生年金保険の被保険者記録がある複数

の元従業員に申立人の在職について照会したが、申立人が当該期間に在職してい

たとの証言が得られない。 

申立期間⑪及び⑫について、申立人は、平成４年４月１日から同年５月１日ま

での期間及び同年同月 19 日から同年７月 20 日までの期間に、申立てに係るＪ事

業所に勤務したとしていることから、Ｊ事業所の上部組織であるＮ会に照会した

ところ、「申立人の勤務期間等に関する調査をしたが、勤務期間について確認す

ることはできなかった。」との回答を得た。 

また、雇用保険の被保険者記録から、申立人が、Ｊ事業所において、平成４年

５月１日に被保険者の資格を取得し、同年同月 18 日に同事業所を離職したこと

が確認できる。 

さらに、オンライン記録から、申立人が、Ｊ事業所において、平成４年５月１

日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、同年同月 19 日に被保険者の資格

を喪失し、同年６月２日に健康保険被保険者証を返納したことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑩、⑪及び⑫の各

期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料、周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑩、

⑪及び⑫の各期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1222 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年４月１日から 37年 10月１日まで 

社会保険事務所（当時）で年金記録の確認を行ったところ、昭和 37 年 10 月

１日から 38 年１月１日までＡ事業所において厚生年金保険被保険者期間とし

て確認できるが、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録は確認できないとの

回答を得た。 

勤務し始めたのは昭和 33 年４月からであるので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私は、Ｂ事業所の関連事業所であるＣ事業所が経営するＤ所で勤

務していた。」と述べているが、申立人は当時の同僚について、姓のみしか記憶

しておらず、Ｄ所で勤務していたことが把握できた唯一の者は申立人を記憶して

いないことから、申立人のＣ事業所での勤務時期及び勤務状況について証言を得

ることはできなかった。 

また、Ｂ事業所に照会したところ、「当社の関連事業所を含む従業員について

は、Ａ事業所で厚生年金保険に加入させていた。」と回答しており、Ａ事業所の

厚生年金保険に関する書類の管理等の一部事業を継承しているＥ事業所は、「当

社で保管しているＡ事業所の厚生年金保険に係る台帳を確認すると、申立人の資

格取得日は昭和 37 年 10 月１日、資格喪失日は 38 年１月１日である。」と回答

しており、Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録と一致している。 

さらに、Ｅ事業所は、「Ａ事業所が全国の関連事業所の従業員の加入手続を行

っていたが、加入させる時期については各関連事業所の判断にゆだねていたこと

から、各関連事業所によって入社と同時に厚生年金保険に加入させている場合と

入社後すぐに加入させない場合があり得る。」と回答している。 



  

加えて、Ａ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、同事業

所の当時の事業主と連絡が取れない上、申立期間当時のＣ事業所の経営者も死亡

しているため、申立人の申立期間における勤務実態や厚生年金保険の適用及び保

険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

静岡厚生年金 事案 1223 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年８月 15日から 29年６月１日まで 

（Ａ事業所） 

             ② 昭和 30年２月 10日から 32年３月１日まで 

（Ｂ事業所）             

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、

申立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た。 

給与明細書等は無いが、申立期間中にＡ事業所及びＢ事業所に勤務していた

ことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、

申立人は、昭和 26 年 12 月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、28 年８

月 15 日に資格を喪失後、29 年６月１日に再度、資格を取得しており、申立期間

①において厚生年金保険の被保険者記録が無いことが確認できる。 

また、複数の同僚は、「申立人がＡ事業所に勤務していたことは覚えているが、

申立人が他の会社に行き、再びＡ事業所に戻ってきたのか、継続して勤務してい

たのかについては分からない。」と述べており、申立人が申立期間①に勤務して

いたとの証言を得ることができない。 

さらに、Ｃ事業所（Ａ事業所が名称変更）に照会したところ、「当時のＡ事業

所の事業主は亡くなっているため、当時の事情は分からない。また、当時の資料

は保管していない。」と回答しており、申立人に係る厚生年金保険の適用、厚生

年金保険料控除の状況について確認することはできない。 

申立期間②について、複数の同僚の証言から、申立人がＢ事業所に勤務してい



  

たことはうかがえる。 

しかし、申立人が申立期間②当時、Ｂ事業所において一緒に働いていたと記憶

する同僚の中には、厚生年金保険の被保険者記録が確認できない者もいることか

ら、当該事業所では、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけ

ではないことがうかがえる。 

また、Ｄ事業所（Ｂ事業所の後継事業所）の元事業主の妻は、「当時の事業主

は亡くなっており、社会保険事務を担当していた者も亡くなっているため、当時

の状況を知る者はいない。また、数年前に会社を廃業したため、書類は廃棄済み

である。」と回答しており、申立人に係る厚生年金保険の適用、厚生年金保険料

控除の状況について確認することはできない。 

なお、Ｂ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 30 年３

月 12 日から 33 年６月３日までに被保険者資格を取得した者の記録を確認したが、

申立人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1224 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年４月１日から同年６月１日まで 

（Ａ事業所） 

② 昭和 32年８月２日から同年９月１日まで 

（Ａ事業所） 

③ 昭和 32年９月１日から 33年 10月１日まで 

（Ｂ事業所） 

④ 昭和 35年 10月 30日から同年 11月１日まで 

（Ｂ事業所） 

⑤ 昭和 35年 11月１日から 36年３月１日まで 

（Ｃ事業所） 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立

期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た。 

しかし、Ａ事業所では、中学校卒業後の昭和 32 年４月１日ごろに入社し、

同年９月１日ごろにＢ事業所に転職するまで勤務していた。Ｂ事業所では、当

該事業所を退職することとなった知人と入れ替わりで入社し、35 年 11 月１日

にＣ事業所に転職するまで勤務していた。Ｃ事業所では、知人と一緒に同年 11

月１日に臨時職員として入社したので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、ⅰ）Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿によれば、申立人は、昭和 32 年６月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取

得し、同年８月２日に資格を喪失していること、ⅱ）申立人が提出した厚生年金

保険被保険者証によれば、申立人が初めて資格を取得した年月日は「昭和 32 年



  

６月１日」と記載されていることが確認でき、厚生年金保険被保険者台帳記号番

号払出簿において、同被保険者証に記載されている記号番号が同日にＡ事業所で

払い出されていることが確認できる。 

また、上述の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の資格取得

日と同日に資格を取得している元同僚は、「中学校を卒業後、昭和 32 年４月に

Ａ事業所に入社したが、会社からは、２か月ほど様子を見てから社会保険に加入

させると言われた。当初は健康保険被保険者証を持っていなかった。」と証言し

ており、当該事業所では、必ずしも従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入さ

せていたわけではないことがうかがえる。 

さらに、申立人が自分と退職時期がそれほど変わらなかったとして氏名を挙げ

た元同僚は、上述の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人の資格

喪失日と近接する昭和 32 年７月１日に資格を喪失していることが確認でき、そ

のほかの元従業員にも聴取したが、申立人が同年８月末日まで勤務していたとす

る証言を得ることはできなかった。 

加えて、Ａ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、元事業

主は死亡していることから、申立人の当該事業所における厚生年金保険の適用、

保険料控除の状況について確認することができなかった。 

申立期間③及び④について、申立人は、「Ｂ事業所を退職することとなった元

従業員と入れ替わりで入社した。」と述べており、Ｂ事業所の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿によれば、当該元従業員は昭和 33 年９月 30 日に資格を喪失し

ており、申立人は、同年 10 月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、35

年 10 月 30 日に資格を喪失していることが確認できる。なお、当該元従業員が述

べる自身のＢ事業所での勤務期間とオンライン記録上の被保険者期間は、おおむ

ね一致している。 

また、Ｂ事業所の元社会保険事務責任者は、「申立人のことはよく覚えている

が、入社後１年もの間、社会保険に入れなかったということは考えられない。」、

「申立人は急に退職することとなった。昭和 35 年 10 月 30 日が資格喪失日とな

っているならば、申立人は同年 10 月 29 日に退職し、そのように届け出たと考え

る。社会保険事務所への届出に誤りは無かったと思う。」と証言している。 

さらに、Ｂ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、元事業

主は死亡していることから、申立人の当該事業所における厚生年金保険の適用、

保険料控除の状況を確認できる資料を得ることができなかった。 

申立期間⑤について、元同僚の証言から、申立人が当該期間に臨時職員として

Ｃ事業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、Ｃ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人は、

昭和 36 年３月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認で

き、申立人と一緒に入社したと証言する元同僚も、同日に資格を取得しているこ

とが確認できる。 



  

また、上述の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、昭和 35 年９月１

日に 17 人が被保険者資格を取得した後、36 年３月１日に申立人を含む 15 人が資

格を取得するまでの間、資格を取得している者は確認できず、同年３月１日に資

格を取得した者のうち、連絡の取れた複数の者に聴取したところ、これらの者は、

資格取得日以前から勤務していたと証言していることから、当該事業所では、申

立期間⑤当時、一定の時期に従業員をまとめて厚生年金保険に加入させていたこ

とがうかがえる。 

さらに、Ｃ事業所は、「当時の資料は残っておらず、当時の庶務担当者にも確

認したが、臨時職員に対する社会保険事務の取扱いは分からなかった。」と回答

している。 

このほか、申立人の申立期間①から⑤までにおける厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1225 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年８月 31日から 36年 11月１日まで 

（Ａ事業所） 

② 昭和 39年 12月から 42年１月まで 

（Ｂ事業所） 

③ 昭和 42年８月８日から 43年９月まで 

（Ｃ事業所） 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、

申立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得たが、

Ａ事業所、Ｂ事業所及びＣ事業所で勤務していたことは確かであるので、それ

ぞれの申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい｡ 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、オンライン記録では、Ａ事業所は、昭和 36 年 11 月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①当時は、厚生年金保険の

適用事業所でないことが確認できる。 

また、申立人より先にＡ事業所に勤めており、申立人を当該事業所に誘ったと

する元同僚及び申立期間①当時一緒に働いていたとする元同僚は、オンライン記

録から、当該事業所での厚生年金保険被保険者資格の取得年月日が、申立人と同

じ昭和 36年 11月１日であることが確認できる。 

さらに、前述の元同僚は、「申立人とはＡ事業所で一緒に働いていたが、当時

の厚生年金保険の取扱いについては分からない。」と述べており、申立期間①当

時のＡ事業所での厚生年金保険の適用、保険料控除について証言を得ることはで

きなかった。 

加えて、Ａ事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、申

立期間①当時の事業主は亡くなっており、元取締役で当該事業主の妻は、「申立

人が働いていたことは覚えているが、当時の記録は無いので何も分からない。」



  

と回答しており、当該期間の厚生年金保険の適用、保険料控除について確認でき

る資料及び証言を得ることはできなかった。 

申立期間②について、オンライン記録から、Ｂ事業所で厚生年金保険の加入記

録が確認できる複数の元同僚の証言から、申立人が当該事業所に勤務していたこ

とは推認できる。 

しかし、前述の複数の元同僚は、「事業主が厚生年金保険の加入をどのように

取り扱っていたのかは分からない。また、申立人の給与から厚生年金保険料が引

かれていたかどうかは分からない。」と述べており、申立期間②当時の厚生年金

保険の適用、保険料控除について証言を得ることはできなかった。 

また、Ｄ事業所（Ｂ事業所の後継事業所）の元事業主の妻は、「当時の事業主

は亡くなっており、社会保険事務を担当していた者も亡くなっているため、当時

の状況を知る者はいない。また、数年前に会社を廃業したため、書類は廃棄済み

である。」と回答しており、申立期間②当時の厚生年金保険の適用、保険料控除

について確認できる資料及び証言を得ることはできなかった。 

なお、Ｂ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票において、昭和 39 年５

月２日から 44 年１月 10 日までに被保険者資格を取得した者の記録を確認したが、

申立人の氏名は見当たらない。 

申立期間③について、申立人は勤務していたＣ事業所の当時の状況を詳細に記

憶していることから、当該事業所で勤務していたことはうかがえる。 

しかし、申立期間③当時の社会保険事務担当者は、「Ｃ事業所では厚生年金保

険と雇用保険の届出は一緒に行っていた。」と述べているが、申立人のＣ事業所

での雇用保険の加入記録は確認ができない。 

また、Ｃ事業所の現在の事業主は、「当時の事業主及び取締役は既に亡くなっ

ており、当時の資料も無いため、当時の状況を確認することができない。」と回

答しており、申立期間③当時の厚生年金保険の適用、保険料控除について確認で

きる資料及び証言を得ることはできなかった。 

さらに、申立人が一緒に働いていたと記憶する元同僚は既に亡くなっており、

申立期間③にＣ事業所で厚生年金保険の加入記録が確認できる複数の元同僚は、

「Ｃ事業所での厚生年金保険の取扱いは分からない。」と述べており、当該期間

の厚生年金保険の適用、保険料控除について証言を得ることはできなかった。 

なお、Ｃ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票において、昭和 42 年５

月８日から 43 年 12 月 26 日までに被保険者資格を取得した者の記録を確認した

が、申立人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1226 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年 11月１日から 37 年４月１日まで 

社会保険事務所（当時）へ厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立

期間については脱退手当金を支給済みであるとの回答を得た。自分は脱退手当

金を受け取った記憶は無いので、申立期間を年金額に反映される厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味す

る「脱」の印が押されているとともに、厚生年金保険被保険者台帳には昭和 41

年３月８日に脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を社会保険庁

（当時）から当該脱退手当金を裁定した社会保険事務所へ回答したことが記録さ

れているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、昭和 41 年４月１日にＡ共済に加入しているが、43 年５月に

退職一時金を受給し、その後 50 年 11 月まで国民年金に加入しておらず、年金に

対する意識が高かったとは考え難いほか、申立人から聴取しても受給した記憶が

無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間

に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1227 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年 11月 29日から 22 年６月１日まで 

日本年金機構から寄せられた「厚生年金加入記録のお知らせ」には、Ａ事業

所において厚生年金保険の加入日は昭和 22 年６月１日となっていた。 

Ａ事業所には、昭和 21 年 11 月 29 日に入社したことが日記にて確認できる

ので、厚生年金保険の資格取得日を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した日記から、申立人は申立期間においてＡ事業所に勤務してい

たことはうかがわれる。 

しかし、申立期間当時、Ａ事業所において社会保険事務を行っていた者が、

「申立期間当時、入社後、見習い期間が３か月から６か月程度あり、その間厚生

年金保険に加入させておらず、見習い期間経過後、勤務状況等に応じて、入社日

が近い者をまとめて厚生年金保険に加入させていた。」と述べている。 

また、申立人は、Ａ事業所に勤務していたとする申立人の兄の紹介で当該事業

所に勤務したと述べているが、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

の記録によれば、申立人の兄と申立人の厚生年金保険の資格取得日が同日となっ

ている。 

さらに、申立人が、「自分より先に入社していた。」としている複数の者につ

いて、上述の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人とこれらの者

の厚生年金保険の資格取得日は同日となっている。 

加えて、申立期間当時、役員であった者の長男は、「自分が役員となった昭和

40 年代以降も見習い期間があった。また、見習い期間中は厚生年金保険の保険料

を給与から天引きしていないことから、申立期間当時も厚生年金保険に加入して

いない者の給与から厚生年金保険料を天引きしたとは考え難い。」と述べている。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1228 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年５月 20日から 40 年 11月１日まで 

厚生年金保険の被保険者記録を確認したところ、Ａ事業所において昭和 39

年５月 20日に被保険者資格を喪失している。 

Ａ事業所が昭和 40 年 11 月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなってい

るのであれば、その時まで厚生年金保険の被保険者であるはずなので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から、申立人がＡ事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、上述の複数の同僚は、申立人がＡ事業所を退職した時期について記憶

していなかった。 

また、Ａ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、Ａ事業所

の商業登記簿謄本に記載されている役員の所在が確認できなかったことから、厚

生年金保険の適用、保険料控除の状況について資料及び証言を得ることができな

かった。 

さらに、申立人は、「Ａ事業所の事務所にＢ事業所という名称の看板があっ

た。」と記憶しているところ、オンライン記録ではＢ事業所という名称の厚生年

金保険の適用事業所が確認できず、Ｂ事業所の商業登記簿謄本に記載されている

役員については、所在を確認することができなかった。 

加えて、Ａ事業所の申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、

年月日は不明であるものの、「証返納済」の記載が確認できることから、申立人

は、健康保険被保険者証を社会保険事務所（当時）に返納したことが確認できる

こと、及び申立人については昭和 39 年 10 月に行われた標準報酬月額の定時決定

についての記録が確認できなかったことから、申立人の年金記録がさかのぼって



  

訂正された事実は無いことがうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1229 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月１日から同年５月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立

期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得たが、昭和

39 年４月１日からＡ事業所で給与を受け取ったことは間違いないので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の人事記録を保管しているＢ社の回答及び申立期間当時Ａ事業所で研修

を受けたとする複数の同僚の証言から、申立人が申立期間においてＡ事業所に在

籍していたことは推認できる。 

しかし、Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、上述の複数の同

僚について厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

また、Ｃ事業所（Ａ事業所から名称変更）に照会したが、申立期間当時の賃金

台帳等の関連資料は残っておらず、Ｂ社は、「申立人の個人台帳に、昭和 39 年

４月１日にＡ事業所において採用された旨の記載がある。申立期間当時は、Ｄ採

用の者とＡ事業所採用の者がいたが、Ａ事業所採用の者の厚生年金保険の加入に

ついては、資料が無いため不明である。」と回答している。 

さらに、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、昭和 37

年４月１日から 39 年７月 20 日までに被保険者資格を取得した者を確認したが、

申立人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1230 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年ごろから 36年５月ごろまで 

ねんきん特別便を確認したところ、申立期間当時に勤務していたＡ事業所Ｂ

工場での年金記録が無い。 

勤務していたのは事実なので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から、申立人がＡ事業所Ｂ工場に勤務していたことは推認で

きる。 

しかし、上述の複数の同僚は、申立人のＡ事業所Ｂ工場での勤務時期について

は記憶していなかった。 

また、Ａ事業所は既に廃業しており、当該事業所から独立したＣ事業所及びＤ

事業所に申立期間当時の資料の保管状況について照会したものの、いずれの事業

所もＡ事業所Ｂ工場の資料は保管していないと回答しており、申立人に係る厚生

年金保険の適用、保険料控除についての資料は確認できなかった。 

さらに、Ａ事業所Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

昭和 28 年８月１日から 36 年７月１日までに被保険者資格を取得した者の記録を

確認したが、申立人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1231 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年４月から 34年８月まで                          

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、

申立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た。 

給与明細書等は無いが、学校を卒業してから昭和 34 年８月までＡ事業所に

勤務していた記憶があるので、申立期間について厚生年金保険の加入期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言及び申立人の詳細な記憶から、申立人は、勤務した期間は特定でき

ないものの、Ａ事業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、上述の同僚

を含む、申立人が同時入社と記憶する６名のうち５名については、厚生年金保険

の被保険者記録が確認できず、厚生年金保険の被保険者記録が確認できた者も、

申立人が退職したと記憶する月以降の厚生年金保険の被保険者の記録しか確認で

きない。 

また、申立期間当時の事業主の弟は、「申立期間当時は、身内と熟練者のみ厚

生年金保険に加入させていた。その他の社員は日雇健康保険のみ加入し厚生年金

保険は加入させていなかったと思う。」と回答しており、この回答は申立期間当

時の経理事務担当者の供述と一致する。 

なお、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 32

年３月２日から 34 年９月１日までに被保険者資格を取得した者の記録を確認し

たが、申立人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 



  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


